
１．医師の働き方改革の施行に向けた準備状況（続報)
（１）県勤改センターの支援状況（11/30現在）

大学病院・国所管病院以外の病院 対象機関 支援済・支援中

件数 146 139

割合 95.2%

①宿日直許可
取得の必要がな
いため取得意向
なし

②宿日直許
可を取得した
いが、業務の
性質に照らすと
許可取得は困
難と考えている

③必要な宿日
直許可を取得
済み

④必要な宿日
直許可を申請
したが、許可は
得られなかった

⑤必要な宿日
直許可を申請
し、結果待ち

⑥必要な宿日
直許可の取得
のために、申請
の準備中

⑦必要な宿日
直許可の申請
を予定している
が、具体的な準
備には着手して
いない

⑧宿日直許可
が必要かわから
ない

※センター利用
勧奨中

未支援

５ ５ 55 １ ４ 36 15 ２ 16 ７

※多くの病院が宿日直許可の取得に向けて準備をしているが、一部未着手 のところがある。

B水準等の指定を受け、時間外上限を年1,860時間以下にすることができる

（２）年間960時間以上の時間外労働する医師が在籍し、宿日直許可を取得できない場合

【条件】２次救急又は３次救急で、救急車又は救急医療用ヘリコプターの搬送件数が1,000件以上 など
ただし、「労働時間短縮計画」を作成し提出の必要あり

（３）制度の施行期日（R６年４月）までに960時間以下にできない病院

ぜひ長崎県勤務環境改善センターへご相談ください
受託業者（株式会社タスクールPlus）が「労働時間短縮計画」等の作成を支援します！！
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資料５



２．2024年４月に向けて医療機関が取り組むこと
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３．BC水準の指定に係る手続きの流れ
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